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お
知
ら
せ

停
止
期
間
　
２
月
11
日
㈷
～
13
日
㈰

　
　
　
　
　
２
月
19
日
㈯
〜
20
日
㈰

　
本
庁
仮
設
庁
舎
守
衛
室
内
に
設
置
し
て
い
る

住
民
票・印
鑑
証
明
書
な
ど
の
自
動
交
付
機
は
、

右
記
新
庁
舎
移
設
作
業
期
間
中
の
利
用
を
停
止

し
ま
す
。

　
平
日
の
窓
口
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
市
民
課
☎
33
４
１
１
０

通
帳
の
写
し

　
そ
の
他
、
制
度
概
要
や
申
請

の
流
れ
な
ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
締
切
　
２
月
18
日
㈮

申
請
先
・
問
合
せ
　
商
工
・
港
湾
振
興
課
　

　
〒
８
６
６
︲
８
６
０
１

　
松
江
城
町
１
︲
25
　
☎
33
８
５
１
３

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
車
両
を

廃
車
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合
は
、
手
続
き
を
し

な
い
と
引
き
続
き
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

車
　
種
　
→
　
手
続
き
先

■�

原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
cc
以
下
）・
小

型
特
殊
自
動
車
（
ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン
バ
イ

ン
・
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
）　

　
→
市
民
税
課
、
各
支
所
及
び
日
奈
久
出
張
所

■
軽
三
輪
・
軽
四
輪

　
→�

軽
自
動
車
検
査
協
会
熊
本
事
務
所
（
熊
本

市
東
区
東
本
町
16
︲
３
）

　
　
☎
０
５
０
︲
３
８
１
６
︲
１
７
５
８

対
　
象

　�

　
市
内
に
所
在
す
る
事
業
所
で
、
令
和
２
年

３
月
２
日
〜
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
対

象
融
資
制
度
を
活
用
し
た
事
業
用
の
融
資
を

受
け
た
事
業
主

※�

令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
の
借
入
は
補
助
対

象
外
で
す

対
象
融
資
制
度

　
①
金
融
円
滑
化
特
別
資
金

　
②
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金

　
③
生
活
衛
生
改
善
貸
付

申
請
方
法

　
八
代
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

経
済
対
策
中
小
企
業
等
利
子
補
給
補
助
金
交
付

申
請
書
兼
請
求
書（
様
式
第
１
号
）に
次
の
書
類

を
添
え
て
特
定
記
録
郵
便
で
提
出
く
だ
さ
い
。

 
・
利
子
支
払
証
明
書
（
様
式
第
２
号
）

 
・
納
税
証
明
書

 

・�

法
人
は
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
、
個
人
事
業

主
は
確
定
申
告
書
の
写
し

 

・�

利
子
補
給
補
助
金
の
振
込
先
が
確
認
で
き
る

証
明
書
自
動
交
付
機
の

利
用
を
停
止
し
ま
す

軽
自
動
車
な
ど
の
名
義
変
更
、

廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
資
金
等
の
利
息
を
補
給
し
ま
す

　
自
転
車
・
自
動
車
な
ど
の
運
転
中
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
操
作
・
注
視
す
る
「
な
が
ら
ス
マ

ホ
」
は
、本
人
だ
け
で
な
く
、歩
行
者
や
他
の
車

両
な
ど
を
巻
き
込
ん
だ
重
大
な
交
通
事
故
に
つ

な
が
る
危
険
な
行
為
で
す
。
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
お
り
、懲
役
な
ど
厳
し
い
罰
則
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
　
市
民
活
動
政
策
課
☎
33
４
４
８
２

■�

軽
二
輪
（
２
５
０
cc
以
下
）・
小
型
二
輪

（
２
５
０
cc
超
）

　
→�

熊
本
運
輸
支
局
（
熊
本
市
東
区
東
町
４
︲

14
︲
35
）

　
　
☎
０
５
０
︲
５
５
４
０
︲
２
０
８
６

問
合
せ
　
市
民
税
課
☎ 

33
４
１
０
７

「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」
は

危
険
行
為
で
す

２
月
14
日
㈪
か
ら
本
庁
仮
設
庁
舎
を
閉
鎖
し
、新
庁
舎
で
の
業
務
に
移
り
ま
す
。

広
報
や
つ
し
ろ
に
記
載
し
て
い
る
「
本
庁
仮
設
庁
舎
」
の
表
記
は
、
14
日
以
降

は
本
庁
舎
に
置
き
換
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

←

　
認
知
症
に
よ
る
徘
徊
で
行
方
不
明
と
な
っ
た

高
齢
者
を
探
索
す
る
た
め
の
徘
徊
探
知
機
の
利

用
に
係
る
初
期
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
を
希
望
す
る
人
は
、
契
約
前
に
相
談
く
だ

さ
い
。

対
　
象
　
次
の
①
～
③
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①�

65
歳
以
上
の
認
知
症
に
よ
る
徘
徊
の
お
そ
れ

の
あ
る
在
宅
高
齢
者
を
介
護
す
る
同
居
家
族

ま
た
は
親
族

②
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る

③
市
税
の
滞
納
が
な
い

対
象
経
費

　�

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
有
す
る
徘
徊
探
知
機
の
利
用

に
係
る
初
期
費
用
（
機
器
の
購
入
代
金
、
加

入
手
数
料
ま
た
は
登
録
手
数
料
）

補
助
額

　
対
象
経
費
に
相
当
す
る
額
（
上
限
１
万
円
）

※
高
齢
者
１
人
に
つ
き
１
回
限
り

問
合
せ
　
長
寿
支
援
課
☎
33
４
１
４
５

　�

　
上
限
年
齢
（
現
行
70
歳
）
以
降
に
請
求
す

る
場
合
の
上
限
年
齢
で
の
繰
り
下
げ
制
度
も

連
動
し
て
75
歳
に
変
更

②�

70
歳
以
降
に
請
求
す
る
場
合
の
５
年
前
時
点

で
の
繰
り
下
げ
制
度
の
新
設
（
令
和
５
年
４

月
施
行
）

　�
　
70
歳
以
降
80
歳
未
満
の
間
に
請
求
し
、
か

つ
請
求
時
点
で
繰
り
下
げ
受
給
を
選
択
し
な

い
場
合
の
年
金
額
の
算
定
は
、
５
年
前
に
繰

り
下
げ
の
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
支

給
（
５
年
以
上
前
の
時
効
消
滅
し
た
給
付
分

に
対
応
す
る
繰
り
下
げ
増
額
）。

　
詳
し
い
受
給
額
な
ど
は
、
八
代
年
金
事
務
所

に
予
約
し
て
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
国
保
ね
ん
き
ん
課
☎
33
４
１
０
５

　
　
　
　
八
代
年
金
事
務
所
☎
35
６
１
２
３

見
直
し
内
容

①�

繰
り
下
げ
受
給
の
上
限
年
齢
を
70
歳
か
ら
75

歳
に
引
き
上
げ
（
４
月
施
行
）

　�

　
こ
れ
に
伴
い
、
繰
り
上
げ
減
額
率
・
繰
り

下
げ
増
額
率
も
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
・
繰
り
上
げ
減
額
率

　
　
0.4
％
／
月
の
減
額
（
最
大
24
％
）

　
・
繰
り
下
げ
増
額
率

　
　
0.7
％
／
月
の
増
額
（
最
大
84
％
）

認
知
症
高
齢
者
の
徘
徊
探
知
機

購
入
費
等
補
助
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長

期
化
す
る
中
、
令
和
３
年
度
分
の
住
民
税
均
等

割
非
課
税
世
帯
や
令
和
３
年
１
月
以
降
に
家
計

急
変
の
あ
っ
た
世
帯
を
対
象
に
、
１
世
帯
あ
た

り
10
万
円
の
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　
対
象
世
帯
や
申
請
方
法
な
ど
、
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
や
つ
し
ろ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご
理
解
の
程
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
　
臨
時
特
別
給
付
金
事
業
推
進
室

　
　
　
　
☎
37
８
１
７
３

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

国
民
年
金
繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ

支
給
率
の
見
直
し

　広報やつしろ令和 3 年 5 月号にて厚生会館のホー
ル再開中止をお知らせしておりましたが、これまで
の経緯と今後の方針は次のとおりです。ご理解の程
お願いします。
　厚生会館は、当初はお祭りでんでん館建設工事期
間中に必要な改修を行い、再開する予定でしたが、
建築以来 60 年近く経過し施設の老朽化等も進む中、
建物寿命を考慮した今後の利活用について、改めて
検討することになりました。
　まず、市内 4 つのホール施設の今後のあり方につ
いて市民 3000 人を対象にアンケートを実施した結
果、「他の公共施設の建替えと併せて複合施設を建
設し効率化を図る」が 42.4％、「費用削減のため一
部を休館、閉館する」が 35.7％、「老朽化した施設
の建替えや改修を行い 4 施設ともこのまま維持す
る」が 12.9％という結果でした。
　また、改修費用を明らかにするにあたり「劣化度
調査」を実施したところ、多額の費用がかかること
が判明しました。さらに外部委員による「八代市ホー
ル施設等あり方検討会」で、ホール施設の役割や将
来的な方向性などを総合的に検討した結果、「今後
も市民が集える場所として利活用を期待するが、再
開には多額の費用がかかることや、改修した場合で
も駐車場不足や舞台設備の使いづらさなど、さまざ
まな解消できない課題が残ることも踏まえ、慎重に
検討してほしい」との意見でした。
　これらを踏まえ慎重に審議した結果、厚生会館は、
ホール（劇場）としては再開せず、大規模な改修を
必要としないスペースについては活用可能性・方策
について、民間提案制度などを含め、検討を行って
いくこととしました。
　なお、ホール機能停止が文化振興・発展の妨げと
ならないよう、他ホール施設における自主文化事業
等の更なる充実を図るとともに、本市の文化振興・
発展の拠点として、十分な客席数や設備を備えた
ホール施設は必要性が高いことから、将来への負担
やホール施設の統廃合等も総合的に勘案し、利便性
や効率性を考慮したホール施設整備の検討も併せて
行っていきます。
　今後、広報やつしろなどで「大規模な改修を必要
としないスペース」の利活用案を募集します。
問合せ　文化振興課☎ 33-4533

厚生会館の今後の方針厚生会館の今後の方針


